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年方原発訴訟を支援
=る

会.(電驚藻墓尋留窺致T盃覧吉:理蛾麗艦)

辱.本禁世界大会で矢野きんが報善
「 原発 は安全 でない と t

|  |    
‐

自信をも
こキ:し

も8月 o日 を中心に、原水爆禁止世

界李今ダllネ亭ヽ
「

島)暴崎F甲な,|。 8

月6甲 に率島暴立体育館で開かれた広島大会
には、外国代表92人も含め、約1万 3千人

の本タダ集り
,‐ 「‐核廃絶Jを合云葉にした熱

‐尋午蓄,午審今||?た 9‐

昨年ま
:で ,世界本会では、原爆と原発とは

別1とい?た.牢毎‐ギ率町的であった。しかし

FIし は、世界?反原発運動の‐そぅの高ま

り、とくに、パラオやマリアナなど太平洋諸

国の代表力ヽ わが自あ推進派あ「簿津投棄」||

計画‐↑,の屎村脅撃‐く薫ネ.た こともあっ.■ 「
平型否J甲 Jヽ含喩■́ 廃櫓,方向が本勢こな
つて

')キ

|‐ |が際車
|っ
てぃた。   :

そ
,III牢零?すFl甘不大会キIFll始

めて、不発F辱対すぅゎが目の住民導勲代表

夕う墾帰煮:||に 1,事省煮|して招かⅢ
～
。そ

,lil'ク諏訟の辱肯のひと,Flノ 酉`連絡

'議

今〒警早暴?本署琴吉さ々だっキ。
1冬71～ 11三量炉持4を構に肇り↓ぅ住

辱?弩り:?事
を背景Fl::!｀マ:｀`'調子で埠々

キアギ?|'1こ諏4ヽ 今|口者に感銘を与えた。
「零嫁県伊方辱肇地乖|ゝ ら報告申上げます。

今なら-1‐ 2年前、原発は絶対安全‐である.と い

らて報告できます」 |

うふれ出しで、伊方町は2基の原発を受入れ

ました。それから12年経ちました今日、果
して原発は安全であったかどうか、その答が

出ましたので報告申上げます。

伊方原発は今までに7回 も大1.き な事故を起

|こ し事.し
た

9‐と,く に、昨年 3月、米国のスリ

ァマイル島原発で大事故を起こ.し ましてか「ら

は、伊方原発も、いっ大事故を起こすか分ら

ないという非常に大きな不安に、1地元住民は

おびえるようになりました。
||を

■を轟 i角:'どちtた不安を解消する

|め―に、愛媛県:|四国電力とは■伊方原発周

‐澤の2市 7町、人甲およそ2o万の区域を危

険区域l`指定し、原子力防災計画を策定致し

ましなoこ れ―がその1防栗計画書であり|ま す。
この防災計画書には何が書いてぁるかと申t
ますと、結局の結論.は、:も し伊方原発に大事

故|ゞ
起こって、放射能が地元周辺に飛んでく

ぅようになった場合は、原発周‐辺の住民は、
指定の場所に逃げよ、1書|ヽ てあ―ります。伊

方町の住民は八幡浜市lr逃げよと書ぃてあり

事す。,つ して■八播浜市の所定の場所に1集

つて、|そ こで被曝線量の調査をし、必要のあ
る者には被曝証明書を渡す。,そ .し てその証明
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書には、もしあなたが将来、ガンの病気にか

かった場合は、 この証明書は治療や補償に役

立つから、大切にして保存しておきなさいと

書いてあります。

不安を解消するためにわざわざ作らた防災

計画書は、逃げる以外には対策なしかと、か

えって不安を増大し、政治不信を招 く結果と

なりました。

愛媛県や四国電力は、 12年前、原発は絶

対安全だから防災対策は不必要だと申しまし

た。それが今日、さらに改めて、なりふり構

わず防災計画を策定 したということは、原発

は危険だ、安全でないということを、自ら認

めた証拠でしょう。

原発は安全ではありません。危険であると、

私は自信をもって報告ができます。

さいごに、私どもは12年間、原発反対運

動を続けてきましたが、これからも反対斗争

を懸命に続けて参りますo

皆様、原発は原爆を造ります。原爆は人類

田中弁護士 私は準備書面 (4)の第 5、

6章を中心に、原子力発電所におけるこれま

での数多くの事故例を検証 しながら、原子力

発電所における事故の特質、すなわち、TM

I事故が起こるべくして起こったということ、

したがってまた、被告をはじめどする原発推

進1派の安全神話の誤 り、したがってまた、本

件安全審査の誤りであることを明らかにして

おきたいと思います。

我々は、すでに原審において、 1975年

の米国プラウンズフエリー原子力発電所で、

たった 1本の●一ソクの火が配線被覆に引火

した電気系統を中心にした火災によってヽ一

の敵であります。原発と原爆を地球上から抹

殺するよう訴えてt伊方原発現地からの報告

を終ります。」

広島大会では、一部の人たちの反対で、大

会決議は原発問題に触れずじまいだった 。し

かし、長崎大会で採択された8項目よりなる

「長崎からの訴え」には、「平和利用」への

懸念が、つぎのように二項目にわたって呼び

かけられ、矢野さんの訴えも生かされた。

○原子力の軍Fll用 の可能性に対し、核軍

備撤廃を要求する運動全体との関連において、

反対の運動を強めよう。またウラン採鉱と核

兵器生産 との関連、核廃棄物の海洋投棄、お

よび、原子力産業労働者の危険性をめぐる間

題に留意 しょう。

○太平洋諸島の国々の政府および国民が、

日本などの太平洋への核廃棄物の投棄、貯蔵

に反対していることに留意 しこれを支持する。

また、パラオ国民の非核憲法を称賛する。

矢野さん、御苦労 さまでした。  (Q)

次冷却材ポンプやECCSが 作動不能となり、

炉心崩壊・ 溶融の二歩手前まで追込まれると

いう、身の毛もよだつような事故を経験 した

ことを教訓として、原発における事故が不可

避であることを強 く警告してきました。

さらにTMI事故に遭遇して、そこでもま

た原発事故における特質の内容が明 らかにな

っています。すなわちTMI事故でも(バル

プの故障や人的ミスなと ささいなことが引

金となって始り、装置や部品の潜在化してい

た欠陥がらぎっぎと露呈 し、さらには、予想

もしていなかった事態に直面したことによる

人間の戸惑いも交えて、ますます事態は悪化

控訴審原告側弁論更新記録 (その 3)

つ

し /

―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｌ
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の一途を辿って破滅的な結末に至ったのです。

そういう原発事故の特質を十分に理解してい

ただきたい。

そこで、わが国の原子力発電所で、実際に

どのような事故が起きてきたのかということ

をのべておきたいと思います。準備書面(4)

の124頁以下に表にしてあらわしてありま

すが、一見 して、件数にすれば事故は少いの

ではないかと見られるかもしれません。ここ

で重要な点は、日本における原発の事故とい

うのは、法によって電力会社から報告された

もの、それは、原子炉が停止 した場合に、は

じめて事故として扱われるという、きわめて

限られたものだということです」

さらに詳 しい分折 は省略しますが、これら

の表の中から分る特長はつぎの点です。まず

第一に、同型の原子炉で同種の事故が共通 し

て発生 しており、その点についての改良が二

切されておらずヽ 第二に、 したがって、事故

の原因がどこにあるのかということについて

究明されていないといぅこと。第二に、それ

らの事故のほとんど力ヽ 設計および品質管理

・ 保証の悪さに起因 しており、中には、誤操

作に基くものも含まれているということ。

さらに重要なことは、昨年、TMI事 故後

に、日本の当局も驚いて総点検等を行い、そ

の結果、昨年 7月 以降、一応これで大文夫だ

とのお墨付きが出たのですが、その後も事故

はあとをたっていないということです:準備

書面では149頁以降に、そうした事故の内

容についてのべてあります力ヽ その多くは、

TMI事 故を思わすようなものであるという

ことです。

たとえば、 54年 7月 14日 の大飯 1号 の

事故では、逃 し弁が定められた圧力に達 して

いないのに開いてしまい、TMI事 故では逃

し弁の開き放しという事態に立至ったとぃぅ

ことと比較して重大な事故といえるでしょう。

54年 11月 3日 の高浜 2号炉での事故では、

本来ステンレス製であるべきものが銅合金製

であぅたといっ、全 く許されてはならないよ

うなささいなミスが原因となり、一次冷却水

のほとんど半分近い漏れが生 じたという大事

故であります。

さらに、前回準備書面を陳述 しました以降

も、残念ながらというか当然のことの如 く、

事故はあとをたっておりません。その点につ

いて若千の補足をしておきます。たとえば、

大飯 1号炉では今年の1月以来 タービンに

ひび割れのあることゃ、燃料集合体の燃料棒

にピンホールのあること、また、制御棒クラ

スタ案肉管を支えるピンにひび割れのあるこ

となどが、相ついで発見されています。

そのほか、日本原電敦賀原発で、 4月 3日 、

原子炉の水位が lπ以上低下し、自動的に原

子炉がとまるという事故_が起こっています。

これは、新聞報道はわずか数行で詳 しいこと

は分っていませんが、その原因は、海水取水

日のスクリーンをとりかえ中に、不要になっ

た電源を切ったのです力、 その電源が、復水

器に海水を送るポンプの出口弁を動かしてい

るものと同じであったため、その弁が閉じて

しまうということがきっかけになっています。

TVI事 故と同様に、弁が閉じたために冷却

水が送り込まれないという事態が生 じてしま

ったわけです。詳 しい事実は現在のところ分

りませんが、恐 らくは、ECcSの 作動も含

めたかなりの事故であったのではないかと予

想されます。

さらに本件伊方炉に関することですが、 5
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月 20日 の新聞報道によれば、一次冷却水配

管のステンレス製整流板 3板にひびのあるこ

とが発見されています。

こういった事故を見ただけで、それらは大

事に至っていないから大丈夫でないかという

ふうなお考を持たれるかもしれませんが、T

MI事故がそうであったように、ささいなこ

とがらが大事に至るというのが原発事故の特

質であるという点を十分に理解していただき

たい。

そういう事故について見られる被告国の基

本的な態度を、準備書面 152頁以下で、事

故の軽視、人的ミスの軽視、さらに事故隠し

という形で指摘しておきました。こういった

態度は未だに改められていません。たとえば、

大飯 1号炉の 1月 23日 のタービンひび割れ

の事故に際しまして、大飯原発の所長が、「

トラブル続きで定期検査入りしたいきさつも

あり、いま公表することは、またかというこ

とになりかねない。定期検査の中間か最後に

なるか分 らないが、いずれかの段階で詳 しく

発表したいと思っている」という談話を発表

しています。卒直に事故を公表するのではな

くて、営業政策なり事故隠しといった態度が

ここにもあらわれています。また先ほどのベ

ました伊方一号炉の整流板事故につきまして

も、 5月 20日 に発表されていますが、発見

されたのは一月 も前のことであり、その間、

事故を隠していたという現実があるわけです。

こういった被告や電力会社の態度、ならび

に、これまでのべました原発事故の特質を考

えますと、本件伊方炉においても、まさに、

事故が必らずや起こるであろうことは当然の

ことでありまして、そのような点を看過 して

なされた本件の安全審査、許可処分は、直ち

に取消されるべきだと考えます。

畑村弁護士 私は本件安全審査手続におけ

る不公平さ、ずさんさ、そういった点につい

てのべます。

TMI事 故につきましては、さまざまな観

点から原因究明がなされておりますが、現在

米国では、TMI事 故をもたらした最大の責

任は、規制を忘れた規制当局、すなわち原子

力規制委員会、NRCに あったとして、NR

Cの解体と新規制組織の確立とを勧告するに

至っていますoすなわち、NRCは 安全性の

確保という本来の使命を遂行するというより

も、むしろ、企業側の便宜をはかるという誤

りを犯したとして、規制を受持つ機関として

発足したNRCが、依然 として推進優先の考

え方のとりこになっていたことが明らかにな

ったのであります。そしてNRCが、公共の

安全を守るという任務を遂行するより、産業

界の便宜をはかる立場に立ち、申請された原

発の建設に許認可を与えることに専念 してい

たということを、この事故の原因であると結

論づけています
`TMI事 故という高価な代償を払ってケメ

ニイ委員会が見出したこの結論こそ、まさに

原告が本件訴訟を通 じて訴え続けてきたこと

であったわけです。

原審における立証過程を通じて、1本件安全

審査手続のずさんさ、不公正さが余すところ

なく明らかになっています。かかる事態を目

の前にして原告は、原審最終準備書面で、つ

ぎの通り断定しています。「わが国における

原子力行政の歴史 は、いわば、推進と規制が

混在する状況であって、規制は常に推進の影

に追いやられていた。本件訴訟においても、

すでに4年余にわたる審理の過程で、行政に

し

し
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よる安全規制が、むしろ、伊方原子力発電所

設置推進にお墨付きでも与えるに等 しい手続

でしかなく、原告ら住民にとっては、いかに

名ばかりの危険なものであるかが浮ばりにさ

れてきた」。原告らのこの結論こそ、ヶメニ

イ委員会がTMI事 故の根源的な原因として

見出 したものと全 く同=で あり、不幸にも原

告らの指摘が、TMI事 故によって、現実の

ものとして実証されたのです。

本件安全審査手続が、いかに原発推進優先

の立場に立ち、安全規制が名ばかりのもので

あったということを示す事実は、数え切れな

いぐらいあります。その中の典型的な事例と

して、本件安全審査を行った第 86部会と、

通産省原子力発電技術顧問会との合同審査と

いうことがあります。裁判所 もご存 じの通り、

原発設置に関 しましては、原子炉等規制法に

よる原子炉設置許可と、電気事業法による電

気工作物設置許可という、二つの異った面か

らの許可が必要とされています。そして、片

や総理大臣、片や通産大臣という、全く別個

の主体が別個の手続により判断することとな

っています。

ところが本件安全審査においては、 この二

つの異った許可のための審査が、すべて合同

で行われていたとぃうことが明らかとなって

おります。合同審査といぅとぃかにも聞こえ

がいいのですが、実際は、同 じ委員が両方の

委員を兼任 し、同二会合に際 して、二うの立

場を都合よく使い分けていたにすぎないので

す。極端な場合、 1名 の委員が出席 した場合

も、合同審査 と称しているのです。

かかる委員の兼任およむ合同審査によって、

本件安全審査が原発推進の立場に引きずられ、

安全審査の自主性、独立性が失われてしまっ

たことは明らかです。

これに対 して被告が、かかる合同審査を正

当化するために主張するところは、,原子炉の

安全性に関する総理大臣と通産大臣の判断が

区区になることがあってはならないか ら、 と

いうのであります。しか し、原発の安全性に

関しては、学者が論争している中で、別個の

主体が別個の立場から判断する以上、むしろ

区区の判断がされる可能性が大きく、安全性

について厳重な審査がなされればなされるほ

ど、さまざまな点において、区区の判断がな

されるのが正常といえるのです。そして区区

の判断がもしなされれば、安全性は確認し得

ないということで、危険な原発の設置が許可

されないということになって、まさに住民の

生存権が保護され、まことに結構なことで、

被告のいうよぅに、あってはならないことで

も何でもありません。ただ、ゃみくもに原発

を推進 しょうとする被告にとってのみ、両者

の判断が食い違うことがぁってはならないの

です。そして、ぃかなる無理押しをしても、

原発安全に向けて、両者の判断を統一するた

めのテクニックが、まさに合同審査と委員の

兼任にほかならなかったのでぁります。

まさに、ケメニイ委員会がNRCに 対 して

行った痛烈な批判が、木幸にも、わが国の安

全審査においても当てはまることが明らかに

なったわけです。

ちなみに、この委員の兼任といぅことにつ

いては、あまりにもその不公正さが明らかで

あるせいか、最近では、行なわれていないよ

うでありますが、この点から見ても、被告自

らが本件安全審査の不公正さを自認 してぃる

といわねばなりません。

これ以外にも、本件安全審査の不公正さ、

‐
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ずさんさを示す事実は多数存在しています。

ここでとくに指摘 しておきたいのは、かかる

ずさんな手続を正当化するための被告の論理

が、原発に対する安全信仰ともいうべき、楽

天的な態度に支えられているということであ

ります。

原発 は事故を起こした場合には、ぼう大な

人命を奪い、平常運転時においてさえも、人

体に重大な損傷を及ぼし、その影響は空間的

のみならず、遺伝的障害を通 じて時間的にも

きわめて広範囲に及び、基本的人権侵害の著

るしい事態を生ずるものでありますから、そ

の設置許可手続 の適正さ、公正さは、他のい

かなる行政行為にも勝るとも劣らぬ明確さが

要求されるものであります。ところが、かか

る原告の主張に対する被告の答弁は、原発は

現在最 も高度な安全確保の体系を有する産業

設備であり、安全性は十分実証されている。

したがってことさら原発を特別視 して手続を

とる必要がない。現在の関係法規で定められ

た手続を守っておればそれで十分である。つ

まり、原発は安全だから原告の主張するよう

なtき わめて厳格な公正な手続は必要ないと

主張しているのであります。

逆にいえば本件安全審査も、原発は安全で

あるということを前提にして、手続上の公正

さも厳格さも手抜きして行っているというこ

とを自由しているのです。TMI事 故によっ

て、被告がいうところの、現在最 も高度な安

全確保のための体系が、いかに頼 りにならな

いものであるかが自日の下にさらされた現在、

かかる原発安全信仰に支配されてなされた本

件安全審査は、それだけで、安全審査として

の実質を有しておらず、直ちに取消されるべ

きものであるといわなければなりません。

浦弁護士 私は、本件安全審査においてな

された災害評価が、TMI事故 によって、い

かにずさんなものであったかが自日の下に明

らかにされた点についてのべたいと思います。

その前に、裁判所に知っておいていただき

たいことについて若千のべておきます。それ

は、放射線とその障害との関係についてであ

ります。

原子力発電所が平常運転時にも、放射能を

周辺環境にまきちらすことによってはじめて

存在するものであり、これについては被告も

争っておりません。そして放射線障害につき

ましても、原告 らの主張に対して被告はこれ

を争わず、判決も争いのない事実として認め

ています。すなわち、放射線障害につきまし

ては身体的障害と遺伝的障害とがあり、身体

的障害には急性障害 と晩発性障害とがありま

す。急性障害の例としては、神経系統の障害、

自血球あるいは精子の減月、 そういった障害

があります。晩発性障害としましては白血病

とか悪性ガンなどがあります。さらに遺伝的

障害としましては、奇形とか不妊、あるいは

精神病というような障害をもたらします。

放射線と障害の関係につきましては、わが

国では法規上、許容被曝線量として年間 50

oミ リレムという数値が課せられていますが、

この数値がいかに危険なものであるかという

ことについては、原告らがつねに主張してき

ましたし、控訴人準備書面 (1)に も詳細に

のべておきましたが、なお若千のべておきた

ぃと思います。

放射線と障害との関係につきましては、マ

ウスとかショウジョウバェ、あるいはムラサ

キツユクサ等の動植物実験、あるいは、スタ

ーングラス博士のドレスデン原発周辺におけ

し

ν

／
・

Ｌ

ヽ
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し

る幼児の死亡率の比較検討、さらには、スチ

ユワー ト、フォード、マクマホンの三博士に

よる妊婦の被曝がもたらす幼児の自血病の増

加に関する報告、さらには、石丸博士 らの広

島、長崎における原爆による晩発性障害の研
究、 さらには、千葉でのイリジウム被曝等々

によりまして、近年になって、低あるいは微

線量域での放射線によっても障害を生 じるこ

と力ヽ きわめて明らかとなってきてぃます。

このような実験、報告から、放射線に関し

ましては、ジキィ値、|つ まり、 これ以下では

安全だとぃぅ線量域は存在 しないのだとぃぅ
こと、そして、とりわけ晩発性障害あるいは

遺伝的障害に関 しましては、放射線と障害と
の間には直線性の関係がある、すなわち、ぃ

かに微量の線量でありましても、相応の障害
があると断言することができるわけでぁりま

す。この点につきましては、原判決と被告の

主張は全 く誤ってぃるといわねばなりません。

そして、このよぅな近時の研究からします

と、年間 5ooミ リレムとぃぅ許容被曝線量
がいかに危険なものであるか、この点につき

ましても、すでにゴフマィ、タンプリン両博
士の報告、さらに、米国科学アカデミーの報

告、いわゅるBEIR報 告などが明らかにし

ています。BEIR報 告は、年間 17oミ リ
レムを米国民が集団的に受けたとすると、ど

れほどの障害を生 じるかを推定しています。

それによりますと、晩発性障害が30oo～ .

150oO人 、遺伝的障害が次代に180～
1800人 にも及ぶとの推定がされています。
このような結果から見ましても、 5ooミ リ
レム|ぃ ぅ数字が、ぃかに危険きわまりない

ものでぁるかは、原審の立証過程で明らかに

なってぃたゎけです。この点につぃて原判決

は、単に、 5ooミ リレムの許容被曝線量は

危険でないとして、原告らの主張を一蹴して
いますが、その誤りはきわめて明白です。
つぎに事故時のことをのべますヵ、 事故時

の災害評価に関しましては、現在の法規では、
原子炉立地審査指針といぅのがあります。

それによる災害評価の方法は、重大事故ある

|ヽ は仮想事故を想定し、それらの事故時に放
出される放射能量を推定 して、その被曝評価

値が一定の線量値を越えるか越えないかで判

断するといぅものです。この一定の線量値と

しては暫定的判断のための、ぃゎゅる目やす

線量が適用され、甲状腺につぃては150あ
るいは3ooレ ム、全身にっいては25レ ム

という数字があげられています。しかしこの

目やす線量は、先程のべました近年の放射線
と障害に関する研究からしましても、すこぶ

る危険な数字であることは、す見 して明白で

あります。

この目やす線量に達するかどぅかで、非居

住地域や低人口地帯を定めるとぃぅ方法をと

つてきています。

しかし本件伊方原発の場合、|そ ぅした方法
をとってぃながら、逆の論理によってぃると
いわざるを得ないのです。すなわち、現実に

は、炉心から7ooメ ートルの敷地境界での

被曝線量値が目やす線量を下回るような事故
を発牛 させて、その放出放射能量を調節 して

いるという方法がとられてぃるのです。した

がって、本件原子炉についての被曝評価の方

法自体力、 まず、原子炉立地審査指針 に適合
していなぃとぃゎざるを得ない。

さらに被告は、これ,ら 重大事故、仮想事故
に関 しまして、:想定不適当事故だから原告の

主張するような事故は起こらないと、 くり返

し
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しのべてきました。この点につきましては、

TMI事故は1被告の観念論をみごとに打ち

砕いてしまったのです。そして原告らは、重

大事故と仮想事故の選定 とその事故経過とが、

きわめて恣意的であると、原審以来=貫 して

強調 してきましたが、TMI事 故は原告 らの

主張がいかに正 しいかを事実を以て証明した

わけであります。     :

さらに、控訴人準備書面 (2)|を あ夫てぁ

りますように、TMI事故で推定される被曝

評価値は、実に、全身 12レ ム、成人の甲状

腺で529レ ムとぃぅ高しヽ数値に達していま

すどこの数値から見ましてもt本件安全審査

における災害評価の被曝評価値が、仮想事故

の一次冷却材喪失事故時でも、たかだか、全

身 5、 7レ ムt甲状腺 23.レ 去というtき わ

めて過小な数字しか挙示 していないことは明

らかです。

さらにTMI事故は、被告らの行った災害

評価の方法それ自体に対しても反省を求めて

いるのです。ケメニイ委員会はつぎのように

云っています。「低人口地帯とぃう設定
'と

は、

つぎのような深刻な欠点がある。第一に、き

わめて大きな被曝線量を使らそそあ広さをき

めるため、多くの発電所では低人口地帯は比

較的狭い地域となり↑Ml原発を|ま たらた2

マイル(本件原子炉では7ooメ ートル)に

なっている。第二にtか りに低人口地帯の計

算基準となっているような深刻な事故が実際

に起こらたとなると、|そ の地域外の多数の住

民は、
‐
地域内

1よ
りは少いけれどもtなお莫大

な放射能をあび|る |こ とになる。第二た、↑M
I事故は、低人自地帯が/Ak衆の保護|と ほとん

ど役立たなし`ことを証明している。事故が立

地逮走時に仮定したもあよらはるかに軽かっ

たにもかかわらず、NRC自身、 20マ イル

まそあ違棄対象距離を考えてi(え あそぁる。

それ故、われわれは、低人口地帯という考え

方全体が欠陥を持っているという結論に達 し

た」と明快に断じています。

このような点からしましても、本件安全審

査でなされた災害評価それ自体が、すべて音

を立てて崩れ去ったということができますし、

この一事からだけでも、原判決は取消されな

ければならないと思います。 (以下次号 )

夏期特別 カンパ報告

御協力ありがとうございました。おかげで

カンパ総額は、 251,150円 に達 しまし

た。そのほか、会費やニユース購読料の前納、

納入:さ らには、準備讐缶あ競発をどを
―
も御

協力をいただいた結果、累積赤字を大巾に減

小させることができました。秋からの激戦の

ためにもt二そうの御支援あほどを。
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